
習志野市消防本部 

飲食店、物品販売店、ホテルなど不特定の人が出入りする建物や、病院、社会福祉施設

などの一人で避難することが困難な方が利用する建物です。（特定防火対象物） 

消防法に基づき設置しなければならない消防用設備等のうち、屋内消火栓設備、  

スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていない場合です。  

習志野市消防本部のホームページへ掲載します。  

また、消防本部・消防署・出張所において掲載された情報の閲覧ができます。  



また、消防本部・消防署・出張所において掲載された情報の閲覧ができます。  

① 建物の名称                 

② 建物の所在地           

③ 消防法令違反の内容 

公 表 

建物に以下のような変更を行う場合には、新たに消防用設備等を設置する義務が

生じることがありますので、事前に消防本部予防課へご相談ください。 

 ・飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院、福祉施設などが新たに入居する場合 

 ・建物の増築、改築及び用途変更、隣接建物との接続等を行う場合 

 公表制度につきましては、 

     習志野市消防本部予防課に問い合わせください。  

                消防本部予防課 ０４７‐４５２‐１２８４ 

例） 〇〇〇〇〇ビル 

   習志野市〇〇 △丁目△番△号 

   自動火災報知設備未設置 


